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お問い合わせ：福祉課  地域福祉係  ☎966-1207
　　　　　　　沖縄県中部福祉事務所  地域福祉班  ☎989-6603 お問い合わせ：福祉課　母子保健係　☎９６６－１２０７

申し込み・お問い合わせ：健康保険課　☎９６６－１２１７

　現在、障害児童福祉手当・特別障害者手当・経過的福祉手当受給中の方は令和２年４月分
により手当額が以下のとおり変更となりますので、ご了承ください。
　令和２年４月分以降の障害児福祉手当、特別障害者手当、経過的福祉手当の手当額につい
ては、物価変動率（＋0.5％）に基づき、0.5％の引き上げとなります。

障害児福祉手当　１４，７９０円→１４，８８０円
特別障害者手当　２７，２００円→２７，３５０円
経過的福祉手当　１４，７９０円→１４，８８０円

　認定請求書に、住民票謄本の写し、認定診断書、所得状況届、所得証明書などの必要書類
を添えて、福祉課の窓口へ提出してください、認定請求書などは福祉課又は中部福祉事務所
地域福祉班にあります。
　申請に関する事など、ご不明な点は福祉課又は中部福祉事務所までお問い合わせください。

　毎年2月、5月、8月、11月の４回に分けて、その前月分までの3ヶ月分を届け出た金融
機関の口座に振り込みます。

　手当を請求する方の前年の所得が一定金額以上ある場合、または同居している配偶者及び
扶養義務者の前年の所得が一定金額以上ある場合には、手当の支給が制限されます。

　精神または身体に著しい重度の障害があるため、日常生活
において常時特別の介護を必要とする20歳以上の在宅の障
害者で、福祉事務所長の認定を受けた方。なお、以下の場合
は対象となりません。
　⑴ 施設に入所（通所を除く）している場合。
　⑵ 病院又は診療所に３ヶ月以上継続入院している場合。

　精神または身体に重度の障害があるため、日常生活におい
て常時の介護を必要とする20歳未満の在宅の重度障害児で、
福祉事務所長の認定を受けた方。なお、以下の場合は対象と
なりません。
　⑴ 施設に入所（通所を除く）している場合。
　⑵ 政令で定める公的年金を受給している場合。

　沖縄県では、精神または身体の重度障害のため、常時特別の介護を必要としている方の負担を軽減するため、
在宅の重度障害児（者）に対して、障害児福祉手当・特別障害者手当を支給しています。

障害児童福祉手当・特別障害者
手当制度について

（令和２年4月現在）
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障害児童福祉手当
月額　14,880円

特別障害者手当
月額　27,350円

〇地域福祉係　〇高齢者福祉係　〇母子保健係 〇健康づくり係　〇国保係

4月1日から令和2年度の健診が始まります。

4月1日から役場の組織が一部変わります！

～お掛け間違いにご注意ください～

令和元年度　子育てのための施設等利用給付費
（未移行幼稚園や認可外保育施設等の利用料）の支払いについて
　現在、令和元年10月から開始された幼児教育・保育の無償化に伴い無償化のための「施設等利用給
付認定」を受けられた子どもについて、保護者様の請求に基づき施設等利用給付費をお支払いしてい
ます。ご家庭の状況に合わせて、毎月もしくは数か月まとめての請求に対応していますが、令和元年
度分（令和元年10月～令和２年３月）の利用料に関しては、令和２年４月末日までに請求の手続きを
お願いします。期限を過ぎるとお支払いができなくなる可能性がありますので、請求忘れがないよう
ご注意ください。

～４月末日までの請求が厳しい方は事前にご相談ください。～

　福祉健康課は４月から福祉課と健康保険課に変わります。ご不便をおかけいたしますが、ご理解、
ご協力くださいますようお願いします。

40 ～ 74歳の恩納村国保加入の方へ
　がん検診は通常、集団健診会場でしか受診できませんが、マイペース健診なら特定健診とセットで
がん検診が病院で受診できます！
健康保険課に申込が必要です。詳しくは恩納村けんしんガイドブックをご覧ください。

〇健診の受け方など詳しくは恩納村けんしんガイドブックをご覧ください。

【マイペース健診申込期間】5月1日（金）より開始

【福 祉 課】

☎９６６－１２０７

【健康保険課】

☎９６６－１２１７

年度年齢 加入している保険

すべての健康保険

恩納村国民健康保険

恩納村国民健康保険以外

後期高齢者医療保険

受診券

基本健診受診券
（４月上旬に送付）

長寿健診受診券
（３月下旬に送付）

特定健診受診券

がん検診について

19歳～ 39歳

40歳～ 74歳

75歳以上

がん検診受診券を５月下旬
に送付します。集団健診会
場でのみ使用可能です。加入保険にお問い合わ

せください

4月1日から令和2年度の健診が始まります。

4月1日から役場の組織が一部変わります！

令和元年度　子育てのための施設等利用給付費
（未移行幼稚園や認可外保育施設等の利用料）の支払いについて

障害児童福祉手当・特別障害者
手当制度について


